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平成２９年度福祉保健部に係る定期監査結果報告 

 

１ 監査の実施日 

平成３０年１月１１日（木）、１２日（金） 

 

２ 監査の対象 

福祉保健部 

地域福祉課（三島会館、福祉総合センター、やまびこ園）、健康推進課（健康づ

くり推進室、健康センター、休日急患センター）、児童家庭課（保育園・児童館、

児童クラブ、児童文化センター、児童センター）、国保年金課（診療所）、長寿健

康課（地域包括支援センター）（以下「各課等」という。）に係る財務に関する事

務の執行及び事業の管理状況 

 

３ 監査の方法 

 監査は、あらかじめ提出を求めた調書及び関係諸帳簿を照合し、必要に応じ関

係職員の説明を聴取して、財務及び事務事業の執行管理が適正に行われているか

否かについて確認を行った。 

 

４ 監査の結果 

 各課等における予算の執行及び事務処理は、おおむね適正に行われているもの

と認められたが、次の事項については、引続き必要な措置を講じられたい。 

（１）各種補助金等について 

補助金等については、交付団体の活動内容を把握し、実績報告書提出の際に

は記載内容を十分確認し、適正な補助金の支出となるよう指導をしていただき

たい。 

（２）固定資産台帳の整備について 

新地方公会計制度に基づく固定資産台帳整備の取扱いについては、福祉事業

において使用する各システムの更新の際にも、内容を十分確認し、記載に遺漏

のないよう留意していただきたい。 

 

 


